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障害者
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か く し ゅ

手 続
て つ づ き

持
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申請先
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し ん き
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診断書
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4cm 横
よこ

3cm)、マイナンバーのわかるもの 

福祉係
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・破損
は そ ん

身体
しんたい

障害者
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   ※１、障
しょう

がい者
しゃ

でなくなったとき、死亡
し ぼ う

したときは手帳
てちょう

を返還
へんかん

してください。 
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しゃしん

は、１年
  ねん

以内
い な い

に撮影
さつえい

した、脱帽
だつぼう

・上半身
じょうはんしん

のものを用意
よ う い

してください。 
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日
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よ う い

してください。 
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わったときは、速
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てください。 
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したときは速
すみ

やかに手帳
てちょう
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